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裕福な外国人に対する優遇措置は正当化しうるか。本稿は，この問題を考える一環として近年の
「投資家移民プログラム」の事例を取り上げ，関連する規範的問題について検討する。投資家移民プロ
グラムとは，ある国家に対する経済投資や寄付と引き換えに外国人に対して永住権や国籍を付与する
制度枠組みを意味する。この枠組みは，金融のグローバル化と国民国家体制との相克，および構成員
資格と経済的価値の関係を捉える上での一つの理念型をなす。本稿は，この枠組みの実施に関する現
状を概観した後，政治理論の立場からそれに関する賛否を取り上げることで，日本にも通ずる移民政
策への含意を引き出そうと試みる。具体的には，肯定的観点から市場主義的な議論を，批判的観点か
ら国民への不正，外国人への不正，国際社会への不正という三つの議論を取り上げ，それぞれ検討す
る。本稿の結論としては，投資家移民プログラムは不正である。本稿は，その主たる理由を，三つの
批判的観点のなかでも外国人への不正，すなわち居住権や国籍を買えない外国人を不公平に処遇する
点に求める。市場主義とは異なる形式で国民と外国人とが互いに合理的に拒絶できない公共的価値の
体系を確立すること，これが喫緊の課題となる。

１　はじめに

裕福な外国人に対する優遇措置は正当化しうるか。本稿は，この問題を考える一環として近年の
「投資家移民プログラム（Immigrant investor program）」の事例を取り上げ，関連する問題につき規範
的観点から検討する。多くの国家が，諸外国からの直接投資や税収を呼び込むべく，裕福な外国人に
対して多額の先行投資や寄付と引き換えに永住権や国籍を与えている。国家の法的資格を金銭と引き
換えに「売る」というこの制度は，金融グローバル化と国民国家体制との間の相克を捉える上での先
端事例である。のみならず，この制度は，出入国管理や帰化法制においていかに移住者の経済的資力
を考慮すべきか，ひいては政体の構成員資格と経済的価値との関係を考察する上での一つの理念型を
構成する。

日本を含めた近年の先進各国は，「望ましい」移民の「誘致」と，「望ましくない」移民の「阻止」
を骨子とする階層的かつ選別的な移民政策を敷いている（Joppke, ２０１１）。つまり各国家は，国家にと
り「望ましい」移民に対しては開放的な政策を，「望ましくない」移民に対しては制限的な政策を，同
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服する。通常，入国・在留・帰化という移住過程では，一定期間の居住，善良な素行，十分な言語能
力，最近では市民統合テストや帰化テストなどの要件が課される。ここで仮に外国人が多額の投資を
行ったならば，見返りとして上記の要件を部分的または完全に免除するという特別規定が，投資家移
民プログラムである。つまりそれは，外国人と国家とが投資を介して行う居住権の取引なのである。

本稿は，投資家移民プログラムを，取引の対象が国籍か否かを基準に，二つの類型に分けて考え
る。第一の類型は，経済的な貢献や先行投資を行った外国人に対して国籍
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を付与するものである。こ
れは，しばしば「投資家市民権プログラム（citizenship-by-investment program）」とも呼ばれる。第二
の類型は，経済的な貢献や先行投資をした外国人に対して居住権
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を付与するものである。この場合に
は，外国人は入国当初から国籍に付随するすべての権利，とりわけ国政参政権を行使できるわけでは
なく，国籍取得にあたっては通常の法制に服することになる（ただし居住期間などの要件は緩和される場

合が多い）。第二の類型は北アメリカやオセアニアの移民国家で伝統的に行われてきたが，近年では多
くの国家でみられる。

何らかの特別な「貢献」を果たした外国人に対して特別に居住権や国籍を付与するという制度そ
れ自体は，新しいものではない。古代ローマ時代には，多額の納税と引き換えにローマ市民権を付与
する制度があった。フランス革命期には，革命に貢献した多くのアメリカ人やイギリス人が「名誉フ
ランス人」として国籍を与えられた。戦後世界でも，特別な貢献を条件として例外的に帰化を認める
体制は広くみられた。例えば長らく純粋血統主義を採用していた（西）ドイツは，１９９０ 年代の初頭
まで帰化申請者に対し文化的同化を求め，また「ドイツの利益に適う」場合にのみ帰化を認めていた

（Joppke, １９９９, ２００–2）。さらに，芸術やスポーツ分野で卓越した功績を残した人びとへの特別な居住権
や国籍付与の事例は，近年のサッカーチームや五輪選手団をめぐって耳にした人びとも多かろう ＊２。

しかし上記の事例と投資家移民プログラムを区別するのは，それが投資や寄付を通した「物的資
本」の投下だけをもっぱらの判定基準とする点である。通常の高度人材の誘致政策では技能や知識と
いった「人的資本」の認定が重視される一方，当該プログラムでは継続的居住も，技能や知識も求
められない。つまり，「国家と国籍保持者の間には，いかなる『繫がり』も求められない。その国家に
一定期間『住む』必要があるのは，投資される金銭だけである」というわけだ（Shachar and Bauböck, 

２０１４：４）。
投資家移民プログラムの便益は，その派生的影響を完全に無視する限りで，はっきりしている。ま

ず，投資家は通常の出入国管理とは別枠で即座にビザや国籍を取得できる。他方，その見返りとして
国家は，直接投資ないし寄付を通して経済的便益を得る。どの国家も取引の最終決定権を保持してい
るから，いくらお金を払おうが社会的リスクが高い移民との取引は拒否できるし，認定に必要な金額
設定も国家次第である。投資家移民は長期間の居住や面倒な手続きに悩まされることなくビザや国籍
を取得でき，かつ国家側は投資を通した経済活性化を期待できるから，双方にとって Win-Win の形
式をとっているようにみえなくもない。無論，後にみるように問題はもっと複雑である。

３　投資家移民プログラムの現状

では，投資家移民プログラムの現状を確認していこう ＊３。
まず国籍を付与する第一の類型からみていく。この類型は目下７カ国で実施されている（オーストリ

ア，マルタ，キプロス，ドミニカ，セントクリストファー・ネイビス，グレナダ，アンティグア・バーブーダ）。

時に
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行っているわけである。そうした「望ましい」移民の中でも，特に莫大な資本をもつ投資家を対
象に「誘致」する制度が，投資家移民プログラムである。

投資家移民プログラムは，数ある誘致政策のなかでも，技能や業績ではなくほぼ純粋に物的資本の
投下を要件とする点で異質である。戦後世界では，「いかに移民を阻止するか」に関しては，人種・性
別・民族・文化に基づく差別の禁止，外国人の市民的・社会的権利の拡張，帰化手続きにおける国家
裁量の制限など，国際規範が少しずつ進展してきた（Soysal, １９９４；Joppke, １９９８；Joppke, ２０１０=２０１３）。
しかしその逆の問い，すなわち「いかに移民を誘致するか」に関しては規範も議論も欠落している。
安全を求めて長蛇の列をなす難民や庇護申請者，短期間の苛烈な就労の後に帰国を強いられる出稼ぎ
労働者，永住権や国籍取得を心待ちにする定住外国人をよそに，いまや国家は経済的利益を求めて居
住権や国籍を売り，かたや投資家は豊富な資金力を元手にそれらを買っている。望ましい移民を誘致
するためには，「何でもあり」なのだろうか。本稿の関心はここにある。

ここ日本でも，諸外国から「グローバル人材」（五十嵐・明石，２０１５）をいかに誘致するかが政策課
題となっている。実際，２０１２ 年にはポイント制に基づく高度人材に対する優遇措置が導入された。本
制度のもとで高度人材と認定された外国人は，家事使用人や家族員の帯同，永住権取得に要する期間
が５年に短縮される（通常は １０ 年）などの優遇措置が認められる。もっとも，政府の期待に反して誘
致効果は限定的であったが，この失敗の理由を日本への移住のうまみ
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の少なさに求めるなら，それは
さらなる優遇措置の導入による移住者の経済的序列化の強化につながろう。この序列化の極点こそが
投資家移民プログラムなのであり，本稿が取り上げる問題は日本にとって決して他所事ではない。

さて，近年になって世界各国で導入が進む投資家移民プログラムであるが，その拡大傾向に比する
と，その現状と理念に関する検討は立ち遅れている ＊１。この背景には，投資家移民プログラムは一部
の極めて裕福な移民に対する例外的措置に過ぎないとみる傾向があろう。ここに欠けているのは，経
済的価値と構成員資格との関係性を考える先端事例としてそれを捉え，そこから全体的な移民政策に
対する含意を引き出すという視点である。そこで本稿では，まず投資家移民プログラムの現状につい
て整理し，それを構成員資格と経済的価値という広い問題文脈に位置づける。その上で，政治理論の
立場からその是非につき検討することで，この学術研究上の間隙を埋めたい。

本稿の構成は次の通りである。まず，２では投資家移民プログラムに関する一般的な概念定義を行
い，それを２つの類型に区別した上で，その性質につき検討する。３では，当該プログラムの諸国家
における実施状況を確認する。４では，当該プログラムを擁護しうる根拠について，主に市場主義の
観点から議論する。５では，それらを批判する論拠として，国民への不正，外国人への不正，国際社
会への不正という三つの観点からそれぞれ検討する。

２　投資家移民プログラムとは何か

本稿は，投資家移民プログラムを「ある国家に対する経済投資あるいは寄付と引き換えに外国人
に対して居住権を与える制度枠組み」として定義する。居住権の内訳としては，更新可能な１年から
数年の居住許可から更新不要の永住許可，そして国政参政権が付随する国籍まで，各国家の枠組みに
よって差異がある。投資家移民プログラムは，入国および在留を試みる外国人に対して国家が提示す
る一つの選択肢である。国際慣習法上，出入国管理は各主権国家が決定権限をもつ。何らかの国際的
取り決めがない限り，外国人は諸外国への自由な入国・在留は認められず，各国の出入国管理法制に
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（Shachar, ２００６）であり，裕福な外国人による投資を通した国民経済の活性化や税収増といった経済
戦略の一環である。しかし，国民国家だけが付与できる法的資格を「売る」という政策を打ち出すと
き，金融資本主義の浸透だけでは説明がつかない意図があるのも事実である。例えばセントクリスト
ファー・ネイビスは，２００７ 年に投資家移民プログラムの費用とその使途等に関する抜本的見直しを
行い，砂糖産業偏重の国内経済から脱却するための基金（砂糖産業多様化基金）を設立した。本基金は，
取引費用を原資として ２０１５ 年現在までに ５５００ 万ドルの投資を行ってきたとされる ＊５。つまりこの事
例では，投資家移民プログラムは単に裕福な移民とその投資を呼び込むだけでなく，弱体化する国内
産業の改革と発展に結びついている。ここに金融資本主義の不可逆な進行のなかで，市民権を売るこ
とで同時に現在の市民福祉の増進と国家経済の維持を達成せんとする戦略的意図がみてとれよう。

加速化し多様化する投資家移民プログラムを概括することは容易ではない。しかしながら，この
事例を捉える上で根本的な問題とは，移民政策の文脈で構成員資格と経済的価値の関係をどう捉える
べきなのか，という点にある。もし移民政策の一つの目的が経済的に価値のある「望ましい」移民の

「誘致」にあり，そこに国家経済を維持・発展させる余地があるのなら，彼らに対し優遇措置をとる
ことは何か問題なのだろうか。投資家移民プログラムにおける特別な貢献とは経済的貢献であり，そ
れ以上でもそれ以下でもない。その新しさは，そうした特別な貢献が，必要な投資額として具示され，
公式にビザや国籍が「売られている」という点にある。これらの事例を考えるにあたり規範的観点か
ら問題となるのは，経済的貢献は政治的共同体に対する特別な貢献とみなしうるのか，そして他の外
国人にはない優遇措置を講ずることを正当化しうるか，にある。次節からは，当該プログラムに関す
る賛否を取り上げ，議論を深めていきたい。

４　投資家移民プログラムに対する肯定的議論

投資家移民プログラムは，裕福な移民の選別的な誘致，その直接投資や寄付による国民経済の発展
といった目的を果たす経済戦略の一環として，世界各国で導入が進められている。我々はこの取り組
みをいかに評価すべきであろうか。本節では，このプログラムを規範的に擁護しうる論拠について考
えてみよう。

おそらくこれまでで最も包括的に投資家移民プログラムの擁護論を展開したのは，１９９２ 年にノーベ
ル経済学賞を受賞したゲイリー・ベッカー（Gary Becker）だろう。ベッカーは，アメリカの移民政策
が持つ複雑な制度編成を批判し，その「抜本的な解決策」として出入国管理に価格調整メカニズムを
導入すべきだとする（Becker, ２０１１）。一言でいえば，それは「移住する権利を売りなさい」というこ
とだ。

誰がアメリカに入国したいと望んでおり，誰を受け入れるべきか？　ベッカーは，試しにすべての
移住希望者に対して一律５万ドルの入国料を課すことを提案する。もし５万ドルを支払ってまで入国
するとすれば，その移民は意欲にあふれ，特別な技能をもち，懸命に働くことでアメリカ社会に貢献
するはずである。もし当座で５万ドルを用意できないのならば，ローン制度を作ってもよい。これは
非合法移民が正規化に進むインセンティブを与える。アメリカ政府が行うべきは，移民需要と移民供
給とが均衡する潜在価格の算出である。これによって，不透明な裁量や複雑な制度に悩まされること
なく，「望ましい」移民だけを受け入れるとともに税収も増やせる，と。ベッカーの議論は主に入国
と在留局面に関するものであるが，これを永住権や国籍に結びつけたとしても論理的な不整合はない。

カリブ海に浮かぶ小さな島国であるセントクリストファー・ネイビスは，投資家を対象とする国籍付
与プログラムを １９８４ 年に開始し，この制度に関して世界で最も長い歴史をもつ。この国では，最低
４０ 万ドルの不動産投資ないし最低 ２５ 万ドルの「砂糖産業多様化基金（Sugar Industry Diversification 

Foundation）」への出資を要件とし，一人当たり５万ドルの手数料と引き換えに国籍を売っている。
オーストリアでは，公共計画ないし公益に適う私的計画に対する最低 ３００ 万ユーロの寄付，あるい
は同国経済に対して累計で １０００ 万ユーロ以上投資した外国人は，事前居住なしに国籍が取得できる。
マルタは，６５ 万ユーロの寄付と引き換えに国籍付与を約束（国籍取得には１年間の居住が必要）してお
り，実施初年である ２０１４ 年に４億 ５０００ 万ユーロの直接投資を呼び込んだ。類似の制度を備えるキプ
ロスでも，当該プログラムは ２０１４ 年に １０ 億ユーロほどの直接投資をもたらしたという。国籍を対象
とする投資家移民プログラムは，売買に必要な投資額の多寡や投資対象の他に，審査期間，居住要件

（最長で１年），素行や素性要件などに差異がある。オーストリアの場合，居住要件はないものの，素行
や素性の審査につき１年から３年かかる。この点，地中海およびカリブ海諸国の事例は，素行要件は
厳格だが，手続きは数週間から数カ月で終了する。なお現在実施中の７カ国のいずれの事例でも，国
籍放棄の要件は免除され，二重国籍が等しく認められる。

第二の類型，すなわち居住権を対象とするプログラムに関しては，その数は広範にわたる。裕福な
いし有能だと判断された移民に対して入国直後に永住権を付与する制度は，アメリカ，カナダ，ニュー
ジーランド，オーストラリアといった伝統的な移民国家で広く実施されてきた（ただしカナダはケベッ

ク州を除き ２０１４ 年に廃止）。よく知られているように，米国では，最低 ５０ 万ドルを投資し，失業率の
高い地域に少なくとも １０ 名の雇用を生み出した外国人は，永住許可証，いわゆるグリーンカードを
取得できる。２０１１ 年に投資家移民プログラムを新設したイギリスは，１００ 万ポンドの先行投資（その

うち ７５ 万ポンドは公的債権など使途が限定）を要件に居住権を付与している。それはまさしく，投資家
に対して「レッドカーペットを敷く」ために作られたものであった ＊４。２０１２ 年に「黄金居住許可」制
度を新設したポルトガルは，同国への １００ 万ユーロの資本移動，５０ 万ユーロ以上の不動産購入，あ
るいは １０ 名以上の雇用創出の認定を条件に，シェンゲン域内の自由移動を伴う居住権を付与してい
る。このような事例は欧州各国ではもはや一般的であり，その他でもスペイン，フランス，ベルギー，
スイス，オーストリア，ギリシャ，マルタ，ラトビア，ブルガリアといった国々が実施を進めている。
西洋諸国以外に目を転じても，アラブ首長国連邦，シンガポール，香港などの先進各国では同様の制
度がみられる。

投資家移民プログラムを利用する要件，すなわち経済的投資の内実としては，不動産購入や会社経
営などを通した「私的投資」と，国債や公共計画を対象とする「公的投資」，そして国庫への直接納
付という「寄付」の三つの種類がある。それぞれ公共性の程度によって色彩が異なるが，プログラム
の実施にあたってはどれか一つを採用するというよりも，複数を選択肢として提示する混合型の制度
をとるのが通例である。こうした複雑な政策立案の裏には専門的なシンクタンクの存在がある。実際，
キプロス，マルタ，ベルギー，カナダ，セントクリストファー・ネイビスなどの政策は，投資家誘致
を専門とする Henley & Partners というシンクタンクとの提携によって練り上げられたものなので
ある。

このように，投資家移民プログラムは世界各地で導入が進んでいる。とりわけ ２０００ 年代以降にそ
の実施は加速化しており，逆行する兆しはない。その背景にある動因とは何だろうか。もちろん最
大の要因は，金融資本主義の世界大の浸透にある。それは，一面では「グローバルな才能獲得競争」
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可能な経済効果をもたらす場合が多いが，そもそも国家に居住権の売買を命ずる外部主体は存在しな
い以上，そこにうまみ

0 0 0

があるから実施が進むのである。なお，この制度は一部の外国人の入国や帰化
を従来よりも容易にするという意味でリベラル化の一環だと論ずることも不可能ではないが，それは

「望ましくない」移民の阻止という同時に進行する政策全体の方向性とあわせて考えなければ首肯しえ
ない。したがって，投資家移民プログラムを擁護しうる根拠は，経済的利益だけである。

だとすると，投資家移民プログラムを批判する際には，経済的利益を追求することによって毀損さ
れる価値はあるのか，あるとすればそれは何かを特定した上で，利益衡量を行うことが求められよう。
その検討が次節の課題である。

５　投資家移民プログラムに対する批判的議論

それでは，投資家移民プログラムにおいて毀損される価値とは何であり，それは経済的利益という
価値を留保ないし否定するほどの価値だとみなしうるものだろうか。本節では，三つの観点から批判
を取り上げ，その妥当性につき検討する。それぞれ，国民への不正，外国人への不正，国際社会への
不正として整理しておこう。

⑴　国民への不正
まず，投資家移民プログラムは投資家を受け入れる国民に対して不正だとする議論を立ててみよう。

この場合，本プログラムが経済面で良好な帰結をもたらすとしても，それは国民がもつ何らかの社会
的価値を毀損するがゆえに容認できない，となる。

投資家移民プログラムへの最も単純な批判は，居住権や国籍の商品化可能性を否定することであ
る。そもそも居住権や国籍は，個人に対して主権国家だけが付与できる構成員資格である。ここで構
成員資格とは，単なる制度上の書類ではなく，当該政体における社会的意味が埋め込まれた地位

0 0

であ
り，同時に実践

0 0

でもある（Lister, １９９７）。このように地位と実践の混成物として理解される構成員資格
の価値は，貨幣的価値には還元できない。「お金で買えない価値がある。買えるものは……」というの
はあるクレジットカード会社の広告だが，まさしくそこには本質的にお金で買えない価値がある，と
いうわけだ。したがって，投資家移民プログラムは構成員資格の社会的価値そのものを毀損するのか
もしれない。

しかし，ある構成員資格が商品化できない価値を含むことは，構成員資格自体の商品化不可能性を
含意しない。ゴルフクラブの会員になるために必要なのはまず入会料であり，クラブ内で共有される
黙示的・明示的な価値を完全に体得する必要はなかろう。地位と実践は相対的に自立しており，少な
くとも制度上は地位の部分を商品化できるし，実際にも商品化されている。すると，もう一歩踏み込
む必要が出てくる。国籍や居住権は商品化しうるとして，商品化してはならない理由とは何だろうか。

一つは，国民が商品化を求めていないという議論が考えられる。一般的な社会通念からすれば，居
住権や国籍が「買える」という考えに忌避感を覚える人は多かろう。実際，マルタで行われた世論調
査では ５３％の人びとが明示的に国籍を対象とする投資家移民プログラムに反対の立場をとっていたか
ら，社会通念としてそれを容認すべきではないと論じることはできる ＊７。しかし，これは批判として
は明らかに弱い。もしマルタの人びとの過半数が賛成に転じれば，結論は逆になりかねないからであ
る。ちなみに居住権を対象とする投資家移民プログラムは大衆的な賛同を得ている場合が多いが，こ

政治的権利の付与を伴う帰化の場合にはもっとお金がかかるだろうが，いずれにしても需要に応じて
適正な価格を設定してゆけばよいのである。これは夢物語でもない。というのも，後に首相によって
否定されはしたものの，２０１５ 年５月にオーストラリアの政府系シンクタンクである「生産力強化委員
会（Productivity Commission）」は，ベッカーの議論をもとに金銭ベースの移民政策を立案し，その経
済的利益につき試算を行っていたからである ＊６。

実際，論理としては
0 0 0 0 0 0

ベッカーの議論は強靭である。その基本的なメッセージは，国籍や居住権が仮
0

に商品化可能な財であるならば
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，当然に市場原理が適用されてしかるべきだという点にある。長らく
出入国管理や帰化法制は主権が最も強靭な領域とされてきた。受け入れ基準を設定する権限は移民を
受け入れる国家にあり，社会経済的状況に応じて場当たり的に変更され，そこに統一的な基準は存在
しない。こうした国家的裁量の存在が，世界各地で「意図せざる結果」を招いたとする議論は，経験
的な移民研究における一大研究テーマであり続けている（梶田ほか， ２００５；Lahav and Guiraudon, ２００６）。
不透明で複雑な行政裁量よりも市場に任せた方がよほど透明で効率的ではないか。ベッカーの提案は
これに尽きる。

ベッカーの議論は，入国・在留・帰化の全局面に関して市場原理を適用するという点で一貫してお
り，かつ包括的である。なんとなればそれは国家を私的なクラブに転換することであり，ここでは入
国料金は入会金とほぼ同義である。もちろん，ベッカーの議論が様々な問題を抱えていることも明ら
かである。例えばこの議論は，私的なクラブと公的な国家との間にある質的差異と内的多様性の度合
いに無頓着で，職種や地域により偏在する労働需要にどう対応するのか説明していない。正規化する
権利を価格に置き換えれば非正規移民が減少するという根拠は曖昧である。難民に対してすら入国料
を課すのは過剰ではないか，等々。

もっとも，この議論で本当に注目すべきなのは，その実現可能性よりも，むしろその問題提起
0 0 0 0

的
な性質にある。つまり，行政の都合や社会の空気といった曖昧な基準に応じて政策を実施するよりも，
市場原理を適用した方がよほど透明かつ効率的ではないかという直観的な議論提起にこそ，その本質
がある。ベッカーは，市場原理という一つの基準を現状の制度編成に対する代替案として提示する。
ここで市場原理の導入が諸々の外部不経済を生む，と批判することは容易である。しかしながら，現
行の移民選別の方式や法制度を評価するにあたり，市場原理に比べてもっと透明で，効率的で，公正
だと言える原理や視座を我々は持ちえているだろうか。ここで市場原理に抗おうとするなら，その基
準とは何なのかを説明する責任は市場原理を拒否する側へと移行する。

ここでベッカーの構想と，現実に行われている投資家移民プログラムとの異同に留意しておく必要
がある。第一に，ベッカーの議論はすべての移住希望者に対して適正に算出された一律の入国料を課
すという一般規定

0 0 0 0

であるが，現下の各プログラムは一部の移住希望者に対してのみ国家が適宜設定し
た投資を要求するという特別規定

0 0 0 0

である。第二に，現実の制度では投資額の設定に関して需要と供給
0 0 0 0 0

の均衡は埒外
0 0 0 0 0 0

となっている。すべての移住者に５万ドルの支払いを要求するというベッカー自身の試
算が妥当かはともかく，現実の制度編成では誰でも居住権を買えるという考えは存在しない。

よってベッカーの構想における複雑な出入国管理の透明化や効率化といった目的は，現実の制度
では据え置かれている。そのため，現実に投資家移民プログラムを擁護しうる論拠は，直接・間接投
資の拡大推進と投資家移民の誘致といった経済的利益

0 0 0 0 0

に集約される。現在進行中の多様なプログラム
に関してその有効性を一概に判断するべきではないが，少なくとも経済面でポジティブな影響が期待
されているのは確かである。私的投資よりも領域を限定した投資ないし寄付を条件とする方が，確認
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国民の不利益や民主主義への弊害を考える際，第二類型は第一類型よりも許容可能とみなされるこ
とが多い。その理由は，「一定期間の居住は移民が同国人と同等の分け前を要求する上で必要な条件」
だとされるからである（Shachar and Bauböck, ２０１４：２１）。しかし，この一定期間の居住を経た上での
漸進的包摂という議論は，一面で血統よりも居住が重視されるリベラル化の一環として捉えられると
しても，その実，継続的居住それ自体に様々な障壁があることを見逃すべきではない。一般に，欧米
諸国では５年間の継続的居住が帰化や永住権取得の最低条件とされる。だが，誰もが５年間住み続け
られるわけではない。むしろ永住権や帰化は，労働許可や滞在許可の定期的な更新，資力や言語能力
に関する審査や試験などを乗り越えた「望ましい」移民だけが手にする見返りである。もしこうした
選別を経た漸進的包摂が国益に叶うなら，投資でもって「望ましさ」を示した移民の迅速な誘致と受
け入れは国民に対し不正だといえるだろうか。

実際のところ，投資家移民プログラムは，経済的序列に基づく「誘致」と「阻止」からなる国益中
心の専門母型に従う限りで，その論理は強靭であり，批判は容易でない。積極的に誘致するからには
特別な見返りを準備するほかなく，文化社会的なＰＲ活動といった間接的な施策以外に国家が打ち出
せるのは，誘致対象の外国人が滞りなく社会経済的活動を行えるよう入国・在留・帰化局面で優遇す
ることくらいなのは自ずと明らかだろう。それは国家間で行われる人材獲得競争というリアリスト的
世界観に適合した戦略である。そして，誘致対象の外国人が国民にとり本当に「望ましい」移民であ
る限りで，この政策は国民に対して正当化しうる。国民だけの利益を考えるなら，裕福な外国人の優
遇に問題はないのである。

⑵　外国人への不正
次に検討したいのは，同じ出入国管理および帰化法制に服する外国人に対して不正だとする議論で

ある。つまり，上の議論が受入国の国民への影響を第一に考えていたとすると，この議論では居住権
や国籍を買えない

0 0 0 0

外国人を不公正に取り扱う点を批判の梃子とする。筆者は，この議論が投資家移民
プログラムを最も有効に批判できると考えている。
「国民への不正」という議論が批判として説得的でない理由は，問題設定の時点で外国人は誘致と

阻止の「対象」であり，権利を享有する「主体」として捉える視点が欠けているからである。出入国
管理という政策領域では，つねに国際人口移動をどう統御・管理するかが問題となる。ここでは，国

0

民を代表する政府が外国人を統制する
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

という論理形式が前提となる。その結果，「政府が国民をどう代
表するか」という変数に「政府が外国人を統制する」はつねに従属せざるをえない。だから出入国管
理における公正性の判定は国民と政府との間での代表性をめぐる程度問題に帰着し，外国人は「対象」
として受動的立場に追いやられるのである。

これに対して「外国人への不正」という観点は，この論理形式を組み替え，代わりに，国民と外国
0 0 0 0 0

人が自らを代表する政府を統制する
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

という形式から出立する。この論理形式では，「政府が国民と外国
人をどう代表するか」という変数に「政府を統制する」はつねに従属する。意図するところは単純で
ある。外国人への不正という問題系を指摘するためには，外国人を受動的な「対象」ではなく能動的
な「主体」として据えねばならない。つまり，出入国管理における価値序列の公正性を判定する主体
である必要がある。たとえ政府が投資家移民プログラムを国民に対して正当化できても，外国人に対
して正当化できなければ不正である。

リベラリズムにせよ民主主義にせよ，ある同等の状況下にある場合には同等の取り扱いが要請され

れは社会通念として一部の外国人に対する居住権の商品化が是認されたとみるべきだろうか。この議
論は，社会通念がそうであろう

0 0 0

という現状肯定以外に何ら説明を提供できない。
そこで投資家移民プログラムで国民のどんな社会的価値が毀損されるか考えてみよう。例えばマイ

ケル・ウォルツァー（Michael Walzer）の複合的平等論からすれば，これは貨幣の構成員資格に対す
る優越であり，それは「あらゆる種類の階層性から根本的に切れた一つの地位」という市民権の理念
からの逸脱に映る（Walzer, １９８３：２７７=１９９９：４１９）。あるいはマイケル・サンデル（Michael Sandel）が
論じるように，市場的なインセンティブが構成員資格の領域に闖入することで，「交換」概念では捉え
きれない非市場的なインセンティブが破壊され締め出される（Sandel, ２０１２=２０１２：９０–９６）。それは政治
的なものを経済的なものに還元し，我々の倫理観が経済的な「交換」に回収されてしまう，と。

ところが，こうした内的批判には反論が可能である。たとえ一部の外国人に投資と引き換えに居
住権や国籍を与えたとしても，国民個人の居住権や国籍が売られるわけではなく，そもそも政策目標
は投資を呼び込むことで国民経済を活性化することにある。居住権や国籍を投資家に与えるのはグ
ローバルな競争を勝ち抜くための見返りであり，その負の影響が国民の側に及ぶことはない，と。実
際，当該プログラムの募集人数や認定基準を設定する権限は受け入れる国家が握っているわけだから，
それが国民に悪影響を及ぼすか否かは制度設計によるとも言える。実際，外国人に対して市場主義的

0 0 0 0 0

な不平等規範
0 0 0 0 0 0

を前提とし，同時に国民に対しては非市場主義的な平等規範
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を掲げるという非対称な姿
勢をとることすらできる。国民に不利益が及ばないように政府は政策を実施すべきだと述べることは，
その目的に照らして一部の外国人を優遇する政策を打ち出すことと必ずしも矛盾しない。経済的序列
に基づく移民の「誘致」と「阻止」という選別的な移民政策を前提とするなら，当該プログラムは想
定しうる限りで究極の形式である。

たとえ経済的便益があったとしても，とりわけ国籍付与を含むプログラムに関しては，国民による
健全な民主主義が破壊されるという懸念がありうる。国民は政治的権利を買えないのに外国人は買え
るのは不公正である，と。しかしこれはカテゴリー錯誤である。というのも，現代民主主義国家では，
成人国民は資力があろうとなかろうと政治的権利がある

0 0

一方で，外国人は資力があろうとなかろうと
政治的権利がない

0 0

のが前提だからである。国民はすでに政治的権利をもっている以上，買えなくて当
然である。しかも外国人は多重投票する権利を買えるわけではない。いくらお金を払ったとしても，
彼が買えるのは他の国民と同様に，一人につき一票である。しかも，その権利を買えるのは極めて裕
福な一部の投資家に限られるなら，彼らの投票がもたらす量的影響はせいぜい微小であろうし，わざ
わざ国籍取得のうまみ

0 0 0

を減少させる方向に抵抗するインセンティブも希薄である。
もっとも，ある論者はオーストリアの事例を引きながら，くだんの制度で国籍を購入した個人がそ

の豊富な資金力を利用して政治的影響力を行使していると指摘しており，もちろんこの可能性は否定
できない（Shachar and Bauböck, ２０１４：２０）。だが，これは通常の帰化をめぐる懸念と同型で，外国人
であれ国民であれ，実際のところ個人がどう資金力を用いるかは不可知である。この懸念が本当に批
判すべきなのは，資金力で政治が動かされうる国内政治の構造的要因であって，投資家移民プログラ
ムではなかろう。実際，当該プログラムが民主主義を瓦解させるという懸念は，これまで実施された
事例ではあまり重視されていない。むしろ，それを実施する政府は，投資家が居住権を確立した後に
必ずしも居住しない

0 0 0 0 0

ことを理解してすらいる。投資家移民プログラムを行う政府にとり基本的な動因
は直接投資の呼び込みや資金補充であって，取得後に当該国家に実際に住むか否かは二次的な問題に
すぎず，ゆえに民主主義への影響は間接的である。
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も居住権や国籍を付与する際の判断基準として資力や投資額は関係がないとみなすことである。この
立場を固持するためには，資力や投資額とは異なる一般的価値を，外国人もまた合理的に拒絶しえな
い価値として確立する必要がある。しかしここで問題となるのは，その一般的価値とは一体何なのか，
である。「お金があるからといって，居住権や国籍を買ってはならない」と述べたとして，「では他に
何が？」が問われるのである。ここでベッカーの議論の問題提起的な性質が浮き彫りになる。

移民政策における構成員資格の分配を基礎づける，資力や投資額によらない一般的価値として何が
考えられるだろうか。よく言及されるのは「継続的居住」である。この価値が支持する規範は，「長く
住めば住むほど，社会における完全な構成員資格および市民と同等の権利享受に対する要求の強度が
増す」というものである（Carens, ２００８：４２２；Rubio-Marin, ２０００）。この価値は，すべての外国人に関
して一律に適用可能な一般的価値だが，それだけでは不十分である。まず，この価値はすでに入国し
た人びとにつき適用できるが，これから入国する人びとを選別する価値たりえない。また，継続的居
住は「どう居住するか」という内実を指定しないから，在留や帰化を拒否する場合には別の価値を参
照する必要がある。居住要件にのみ従うならば入国した人びとは（自発的な離脱を除き）遅かれ早かれ
包摂されてゆくのみで，政府に選別する余地はないのである。他には，「文化的価値の共有」はどうか。
この場合，入国・在留・帰化の全局面で一般的に適用しうるが，これは文化的価値を共有しない人び
とを差別せざるをえない。人種，性別といった選択不可能な価値は，総じてこの観点から一般化しえ
ない。「技能」や「功績」はどうか。これらは資力に関係するものの，資力それ自体としての「物的
資本」ではなく「人的資本」であることから，選別基準として一定の妥当性を主張しえよう。その他，
言語能力，家族的紐帯の維持，弾圧や迫害からの保護，子どもの養育，活発な市民活動，歴史的関係
性なども妥当性を主張しえよう。

外国人に対して移民政策の正当性を主張するためには，こうした一般的価値を「体系」として確立
することが求められる。少なくとも一部の投資家に対する優遇措置は，この要件を充足できない。こ
のように言うと，あらゆる出入国管理が不正だとする原理的な国境開放論にみえるかもしれないが，
そうではない。例えば，最低限度の資産の保持や疾病保険への加入といった経済的基準に基づく受入
れ要件も，当該国家内で暮らす上で外国人にとり必要かつ十分であること，福祉への「ただ乗り」に
よる負担回避は歓迎されないといった理由により正当性を主張しうる。他にも，最低限度の言語能力
や社会的知識の保持は，当該社会の構成員として暮らしてゆく上での実践的必要という見地から正当
化しえよう。煎じ詰めると，ある国家が移民政策に関して正しさを主張したいのならば，制度編成に
おける基本的価値が，国民だけでなく，外国人からみても合理的に拒絶しえない理由により正当化で

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

きるか
0 0 0

にかかっているのである。
国民だけでなく外国人に対して向けられる公共的正当化を要件とするとき，投資家移民プログラム

は不正であり，擁護できない。本プログラムで顧慮されているのは国民と一部の外国人の利益だけで
あり，他の大多数の外国人に対する正当化を伴うものではないからである。お金持ちの外国人を特別
扱いしてはならないのは，それが他の外国人を道徳的に貶め軽んじる偏った理念に立脚するものだか
らである。

⑶　国際社会への不正
最後に，裕福な外国人の優遇措置は国際社会に対する不正を含意するという議論を考えたい。投資

家移民プログラムは，移動や金融のグローバル化を背景とし，国際システム上で国家が各々の自決権

ることは大前提である。それは，「等しき事例は等しき扱え」という古典的命題であり，道徳的な平等
な主体として個人がもつ「等しく尊重と配慮を受ける権利」でもある（Dworkin, １９７７=２００３）。筆者は，
投資家移民プログラムは国民に対して不公正だからではなく

0 0

，ある外国人を恣意的な理由でもって別
異に処遇することで，他の外国人に対する公正性が毀損されることが本当の問題だと考える。経済的
資力に応じた外国人の選別の正しさの判定は，正義概念の内実，すなわち他の大多数の外国人にとっ
ても「合理的に拒絶が不可能な理由」（Scanlon, ２０００）に立脚した価値序列だと主張できるかが焦点と
なる。換言すれば，居住権や国籍を等しく要求する個人として外国人を想定したとき，政府は，一部
の裕福な外国人投資家の優遇につき他の大多数の外国人が合理的に拒絶できない理由を主張すること
が要請される。

この議論構造を理解するために，相似する事例として未成年者の政治的権利に関する思考実験をし
てみよう。ある政府が，保護者が １０ 億円寄付したならば，その子どもは １２ 歳で政治的権利を取得で
きる法律を施行したとする。これは不正である。その理由は，そうして一部の未成年者が政治的権利
を取得し，未成熟な判断に基づき投票することで，大人による民主政治が危機に瀕するからではない

0 0

。
そうではなく，未成年者は政治的権利を行使できないという一般規定に反して，親の経済的資力とい
う恣意的な理由により一部の未成年者を優遇しているから不正なのである。ここでは他の未成年者へ
の理由づけこそが重要で，一部の裕福な未成年者を迎え入れる成人への影響は二次的である。

投資家移民プログラムは，投資と引き換えに居住権や国籍を取得できないという一般規定に反して，
特別に優遇措置を設けてそれを可能にする点で上記の思考実験と構造上で相似する。ここで「国民へ
の不正」という観点は，投資家と彼らを受け入れる国民に対する影響だけを考慮する。上記の思考実
験で言えば，恵まれた子どもと成人市民への影響だけを考えているのである。これに対して「外国人
への不正」という観点は，この偏向性を原理的に許容しない。政府に課せられるのは，当該プログラ
ムを実施するにあたり，それが国民だけでなく外国人もまた合理的に拒絶できない理由を備えている
と示し，正当化することである。

が，この正当化はかなり難しい。人種や性別，信条と並んで，財産または収入による差別の禁止は，
あらゆる自由民主主義国家に共通する規範的信念である。投資家移民プログラムは明らかにこれに逸
脱する。しかもその逸脱を正当化する理由は，国民への経済的利益だけであり，当該プログラムから
締め出される外国人に対して向けられたものではない。この理由の偏向性にしたがい，外国人は純粋
な資力に基づく選別基準を合理的に拒絶しうる。ゆえに居住権にせよ国籍にせよ，投資家移民プログ
ラムは投資家以外の外国人に対して正当化できない。

筆者の考えでは，外国人に対して正当性を主張しうる形式は，経済的資力に応じた選別の一般的是
0 0 0 0

認
0

か，一般的禁止
0 0 0 0 0

のどちらかである。何となればそれは，居住権や国籍を一般的な交換可能財とみな
すか，交換可能財の領域から断ち切られた別の財／善とみなすかの二択である。前者の場合は，ベッ
カーのいうように入国・在留・帰化の全方面に関して市場原理を適用し，徹底的に国家経済の人口需
要と供給に応じて，すべての外国人に対して交換価値に基づくアクセス可能性を拓く必要がある。こ
の見地からすると，現下の投資家移民プログラムは手ぬるい。というのも，それらは移民の需要と供
給に関する十分な経済的合理性のテスト抜きに数千万円以上という法外な価格を設定し，それを一部
の外国人に対する特別措置にしているからである。一般的是認の見地からして公正なのは，誰もが

0 0 0

一
定の料金を支払えば入国・在留・帰化が可能な体制にほかならない。

これを拒否する場合には，投資額に応じた移民の優遇措置の一般的禁止
0 0 0 0 0

しかない。つまり，そもそ
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である。現下の国際社会では，パスポートの形式に国際標準はあっても，その効力や内実においては
著しい格差がある。一面では，国籍にはまだ価値がある

0 0

。それは１億円を支払ってまで手にしたい地
位である。他面では，ほとんどの先進各国の国民にとっては，国籍とはある意味では価値がない

0 0

。と
いうのも，それは生まれつき持つものであって，選択して獲得する類のものではないからである。ア
イレット・シャハー（Ayelet Shachar）は，この国籍における価値格差を「生得権の宝くじ」と呼び，

「相続財産」たる豊かな国家の国籍に対して国際的な課税を行い，それを原資として国際的な再分配を
行うことを提唱していた（Shachar, ２００９）。シャハー自身は，投資家移民プログラムに対して反対の立
場をとるが，少し冒険してみよう。もし投資家移民プログラムによって国家が得た資本が，受入国民
の福祉というよりも，むしろ他の外国人の福祉として再分配されるならば，どうだろうか。たとえば，
投資費用が難民受け入れや他の外国人の権利拡充へと使われる場合である。つまりここでは，ある資
本家移民に対する特別な優遇措置は，他の外国人の福祉向上という一般的目的に結びつけられる。も
し外国人の生活保障にコストがかかり，そこに「ただ乗り」の懸念があると論じるならば，移住者た
ち内部

0 0

での分配的正義を考える余地はあるだろう。国家間格差をめぐるグローバルな分配的正義の問
題と，それに付随する個人の移動性の格差をめぐる分配的正義の問題は，ここにおいて結びつく。

戦後世界においては，国家が外国人の入国・在留・帰化を「阻止」する理由づけに関しては，少な
からず国際規範の進展がみられた。その一方で，外国人をいかに「誘致」するかに関する国際規範は
皆無である。世界規模で「望ましい」移民はますます優遇され，同時に世界規模で「望ましくない」
移民の生活世界は狭隘となる。それほど「誘致」と「阻止」を旨とする移民政策の専門母型は強固で
ある。大多数の国民が自らに向けられたならば拒絶するような不平等の体系は，移民政策を舞台とし
て世界規模で再生産されている。「誘致」と「阻止」をなす価値体系を批判的に吟味し，国民と外国人
がともに合理的に拒絶不可能な価値体系を構築することは，すぐれて今日的かつ世界的な課題なので
ある。

６　結　論

裕福な外国人に対する優遇措置は正当化しうるか。本稿は，この問題を投資家移民プログラムの事
例に引きつけて論じてきた。投資家移民プログラムは，グローバル化する相互依存のなかでの税収増
や人材獲得，それによる国民福祉の向上を柱とする国家政策の一環として，各国で実施が進んでいる。
それは，構成員資格を求めて長蛇の列を作る庇護申請者を一方の極に置くならば，彼／彼女らをよそ
にお金でそれを獲得するもう一方の極をなす。本稿の結論としては，投資家移民プログラムは不正で
ある。その理由は，それが国民にとって妥当な帰結をもたらさないからではない。投資家移民プログ
ラムが不正なのは，難民を含めた他の外国人に対して正当化する理路が決定的に欠落しているからで
ある。
「誰を受け入れたいか」は，政治的共同体の未来を映し出す鏡となる問いである。裕福で有能なグ

ローバル人材を「誘致」し，難民や庇護申請者，単純労働者は将来の構成員として「望ましくない」
と定住を「阻止」するとき示唆されるのは，経済的価値によって序列化・階層化された社会像に相違
ない。果たして構成員資格とは経済的価値と同じであり，国家はクラブになるべきなのか。それで良
い，とベッカーならば言うだろう。ベッカーの所論は，その実現可能性はともかく，非効率で不透明
な出入国管理行政に対して市場原理を徹底すべきだと方向性を示した。しかし筆者は，この趨勢に抗

に基づき生み出した枠組みであり，それは本質的に国際的な現象である。ある国家が裕福な外国人を
特別扱いすることは，国際社会の観点からして不正であろうか。ここでは，以下の三つの問題につい
て考えよう。それぞれ，パスポートの国際的信認の低下，国家間の経済格差の助長，世界的な移動性
格差の助長の三点である。

第一の問題は，投資家移民プログラムはパスポート（国籍）の国際的信認を低下させるという議論
である。国際司法裁判所による １９５５ 年のノッテボーム判決 ＊８ 以来，国籍は個人と国家との「真正な
結合」を示すものと理解されてきた。現下の国際的な移動管理体制はパスポートの真正性に対する信
頼を前提とし，それは国籍国が在外国民の外交的保護権を行使するための要件でもある。ここで投資
家移民プログラムは，経済投資以外の「結合」なしに居住権や国籍を付与する以上，もし取得者の母
数が拡大すればパスポートの国際的信認の低下は避けられまい。実際，２０１４ 年にカナダ政府は，投
資家市民権プログラムを通して国籍を取得したクリストファー・ネイビス人の身分証明に疑念がある
として，同国との間で結ばれたビザ免除規定を停止した ＊９。このように政府による内的承認の不備は，
当該国民の他国での外的承認の問題として跳ね返り，ひいてはパスポートの国際的信認の低下へと帰
結する。同様の懸念は，２０１２ 年にマルタ政府が投資市民権法案を議決した際に，欧州委員会や他の加
盟国政府からつとに提起された。とくに欧州連合では加盟国国籍の取得は同時に連合市民権の取得を
意味するため，一国家による国籍付与は連合次元での国際的信認の問題に結びつく。しかし同時に認
めねばならないのは，その欧州連合ですらマルタ政府の決定を阻止するには至らなかったこと，そし
て他の加盟国もまた投資家誘致を目指して居住権を対象とする優遇措置を次々に実施していることで
ある。往々にして，国際社会の観点から各国の移民政策を批判しようとすると，国家主権の壁に突き
当たる。国際標準のパスポートに関する国際的信認を低下させるという点で，投資家移民プログラム
は不正を孕む。しかし，グローバル人材の誘致をめぐる国家間競争は激化しており，その趨勢に抗う
兆しはない。

第二は，投資家移民プログラムは国家間格差を拡大させるため不正だとする議論である。グロー
バル人材を誘致するためには，その人物が居住し，働き，投資したいと動機づける必要がある。日本
における高度人材ポイント制の導入が，政府の期待に反して十分な誘致効果を生まなかった理由には，
労働市場の特性，言語・教育環境，年金制度，租税負担などの構造的要因がある。実際，グローバル
人材は，労働環境，教育や生活における言語障壁の低さ，税制面での優遇，地域単位での自由移動権

（特に欧州連合）など，構造的優位性を備える国家を移住先として合理的に選択するものである。する
と帰結として想定されるのは，人材の誘致を試みる国家間での経済格差の拡大であろう。同時に，グ
ローバル人材の誘致が，とりわけ発展途上国からの「資本流出」および「人材流出」を含意するこ
とも見逃してはならない。投資家移民プログラムへの参加を促す主因は，受入国の永住権や国籍がも
たらす社会経済的機会と自身の国籍がもたらすそれとの間の格差，ひいては国家間の構造的格差にあ
る。事実，各国のプログラムへの申請者は発展途上国出身の人々が大半を占めており，逆に相対的に
豊かな国家の資本家が相対的に貧しい国家のプログラムを利用するインセンティブは希薄である。し
たがって，投資家移民プログラムを通した資本および人材の移動は非対称であり，その経済的便益は
各国家の構造的布置に応じて不均質に分配されてゆく。このように各国が導入を進めるグローバル人
材を対象とする優遇措置は，その受入れ競争における勝ち組と負け組を生み出し，それは国家間の経
済格差を拡張こそすれ縮小に向かうことはない。

第三は，投資家移民プログラムが世界大で個人間の移動性格差を拡張するため不正だという議論
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Is it justifiable to provide wealthy immigrants with preferential access to visas or 

citizenship because they are economically valuable?  This paper addresses this question by 

examining the recent cases of immigrant investor programs.  In the past few decades, many 

states have implemented various programs to attract wealthy immigrants by exchanging 

visas and citizenship for a signifi cant investment in their economies.  These programs not 

only suggest the competing order between financial globalization and nation-states but 

symbolize an ideal-typical link between citizenship and economic value in immigration 

policies.  The aim of this paper is to explore the implications of this emergent link by 

examining the pros and cons of selling visas and citizenship.

To this end, this paper starts with an overview of various immigrant investor programs. 

Following this overview, it first analyses the market-based arguments for selling visas 

and citizenship.  Then, it lays out three possible arguments of why immigrant investor 

programs are problematic, namely, injustice to nationals, foreigners, and international society. 

It suggests that the second argument, injustice to foreigners, can best explain why the 

preferential treatment of wealthy immigrants is wrong.  It is the lack of justifi cation to non-

citizens who cannot buy visa and citizenship, rather than to citizens, that makes immigrant 

investor programs unjust.  Finally, this paper underlines our shared responsibility to 

establish the system of public value other than market doctrine for regulating immigration 

policies, which neither citizens nor non-citizens can reasonably reject.
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